
１ ． 地域医療構想の見直し 等【 医療法、 地域における 医療及び介護の総合的な確保の促進に関する 法律等】
① 地域医療構想について、 2040年頃を見据えた医療提供体制を確保する ため、 以下の見直し を 行う 。

・ 病床のみなら ず、 入院・ 外来・ 在宅医療、 介護と の連携を 含む将来の医療提供体制全体の構想と する 。
・ 地域医療構想調整会議の構成員と し て市町村を明確化し 、 在宅医療や介護と の連携等を 議題と する 場合の参画を求める 。
・ 医療機関機能（ 高齢者救急・ 地域急性期機能、 在宅医療等連携機能、 急性期拠点機能等） 報告制度を 設ける 。
厚生労働大臣は、 医療計画で定める 都道府県において達成すべき 五疾病・ 六事業及び在宅医療の確保の目標の設定並びに当該目標の達成のための実効性のあ る 取組及び当該取組の

効果に係る 評価の実施が総合的に推進さ れる よ う 、 都道府県に対し 、 必要な助言を行う も のと する 。
都道府県は、 その地域の実情を 踏ま え、 医療機関がその経営の安定を 図る ために緊急に病床数を削減する こ と を 支援する 事業を 行う こ と ができ る こ と と する と と も に、 医療機関が当該事業

に基づき 病床数を 削減し たと き は、 厚生労働省令で定める 場合を 除き 、 医療計画において 定める 基準病床数を 削減する も のと する 。 ま た、 国は、 医療保険の保険料に係る 国民の負担の
抑制を 図り つつ持続可能な医療保険制度を 構築する ため、 予算の範囲内において、 当該事業に要する 費用を 負担する も のと する 。

② 「 オンラ イ ン診療」 を医療法に定義し 、 手続規定やオンラ イ ン診療を 受ける 場所を 提供する 施設に係る 規定を 整備する 。
③ 美容医療を 行う 医療機関における 定期報告義務等を 設ける 。

２ ． 医師偏在是正に向けた総合的な対策【 医療法、 健康保険法、 総確法等】
① 都道府県知事が、 医療計画において「 重点的に医師を 確保すべき 区域」 を 定める こ と ができ る こ と と する 。

保険者から の拠出によ る 当該区域の医師の手当の支給に関する 事業を設ける 。
② 外来医師過多区域の無床診療所への対応を強化（ 新規開設の事前届出制、 要請勧告公表、 保険医療機関の指定期間の短縮等） する 。
③ 保険医療機関の管理者について、 保険医と し て一定年数の従事経験を 持つ者である こ と 等を要件と し 、 責務を 課すこ と と する 。

3 ． 医療DXの推進【 総確法、 社会保険診療報酬支払基金法、 感染症の予防及び感染症の患者に対する 医療に関する 法律等】
① 必要な電子診療録等情報（ 電子カルテ情報） の医療機関での共有等や、 感染症発生届の電子カルテ情報共有サービス 経由の提出を可能と する 。

政府は、 医療情報の共有を 通じ た効率的な医療提供体制の構築を 促進する ため、 電子診療録等情報の電磁的方法によ る 提供を 実現し なければなら ない。
政府は、 令和12年12月31日ま でに、 電子カルテの普及率が約100％と なる こ と を 達成する よ う 、 ク ラ ウ ド ・ コ ンピ ュ ーティ ング・ サービス 関連技術その他の先端的な技術の活用を 含め、

医療機関の業務における 情報の電子化を実現し なければなら ない。
② 医療情報の二次利用の推進のため、 厚生労働大臣が保有する 医療・ 介護関係のデータ ベース の仮名化情報の利用・ 提供を 可能と する 。
③ 社会保険診療報酬支払基金を医療DXの運営に係る 母体と し て名称、 法人の目的、 組織体制等の見直し を 行う 。

ま た、 厚生労働大臣は、 医療DXを推進する ための「 医療情報化推進方針」 を策定する 。 その他公費負担医療等に係る 規定を 整備する 。

（ その他）
・ 政府は、 令和８ 年４ 月１ 日に施行さ れる 外来医師過多区域等に関する 規定の施行後３ 年を目途と し て、 外来医師過多区域において、 新たに開設さ れた診療所の数が廃止さ れた診療所の数を

超える 区域がある 場合には、 当該区域における 新たな診療所の開設の在り 方について検討を 加え、 その結果に基づいて所要の措置を 講ずる も のと する 。
・ 政府は、 都道府県が医師手当事業を行う に当たり 、 保険者協議会その他の医療保険者等が意見を述べる こ と ができ る 仕組みの構築について検討を加え、 必要がある と 認める と き は、 その結

果に基づいて所要の措置を講ずる も のと する 。
・ 政府は、 こ の法律の公布後速やかに、 介護・ 障害福祉従事者の賃金が他の業種に属する 事業に従事する 者と 比較し て低い水準にある こ と 、 介護・ 障害福祉従事者が従事する 業務が身体的及

び精神的な負担の大き いも のである こ と 、 介護又は障害福祉に関する サービ ス を担う 優れた人材の確保が要介護者等並びに障害者及び障害児に対する サービ ス の水準の向上に資する こ と 等に
鑑み、 現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を 図り つつ介護・ 障害福祉従事者の人材の確保を 図る ため、 介護・ 障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、 その処遇の状況等を 踏ま
えて検討を 加え、 その結果に基づいて所要の措置を 機動的に講ずる も のと する 。

施 行 期 日

改 正 の 概 要

医療法等の一部を改正する 法律の概要

高齢化に伴う 医療ニーズの変化や人口減少を見据え、 地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する 体制を 構築する ため、 地域医療構想の見直し 等、 医師偏
在是正に向けた総合的な対策の実施、 こ れら の基盤と なる 医療DXの推進のために必要な措置を 講ずる 。

令和９ 年４ 月１ 日（ ただし 、 一部の規定は公布日（ １ ①の一部及びその他の一部） 、 令和８ 年４ 月１ 日（ １ ②、 ２ ①の一部、 ②及び③並びにその他の一部） 、 令和８ 年10月１ 日（ １ ①の
一部） 、 公布後１ 年以内に政令で定める 日（ ３ ①の一部） 、 公布後１ 年６ 月以内に政令で定める 日（ ３ ③の一部） 、 公布後２ 年以内に政令で定める 日（ １ ③及び３ ③の一部） 、 公布後３ 年
以内に政令で定める 日（ ２ ①の一部並びに３ ①の一部及び３ ②） 等）

改 正 の 趣 旨

等

※赤字は、 衆議院によ る 修正部分

こ のほか、 平成26年改正法において設けた医療法第30条の15について、 表現の適正化を行う 。

令和７ 年12月８ 日 第122回社会保障審議会医療部会 資料４
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外来医師過多区域の 候補区域に つい て

都道府県 二次医療圏名

倍か（ 1.5倍以上の圏域）

外来医師偏在指標の全国平 可住地面積あた

均値と の差が標準偏差の何 り 診療所数の対

全国値比

該当市区町村

東京都 区中央部 7.22 52.90  千代田区、 中央区、 港区、 文京区、 台東区

東京都 区西部 4.28 28.20  新宿区、 中野区、 杉並区

東京都 区西南部 3.56 26.98  目黒区、 世田谷区、 渋谷区

京都府 京都・ 乙訓 2.54 ⾧8.52  京都市、 向日市、 岡京市、 大山崎町

大阪府 大阪市 1.94 19.42  大阪市

福岡県 福岡・ 糸島 1.86 5.95  福岡市、 糸島市

東京都 区南部 1.82 15.37  品川区、 大田区

東京都 区西北部 1.74 18.47  豊島区、 北区、 板橋区、 練馬区

兵庫県 神戸 1.58 5.73  神戸市

30

外来医師偏在指標（ 令和６ 年１ 月公表） 、 令和５ 年医療施設静態調査を 元に医政局地域医療計画

課で集計。 可住地面積は総務省統計局「 統計でみる 市区町村のすがた2025」 を出典と し た。

外来医師過多区域の基準について

・ 外来医師偏在指標について、 「 全国平均値＋標準偏差の1 .5 倍」 以上 かつ

・ 可住地面積あたり 診療所数が上位1 0 ％

と し 、 当該基準に該当する 以下の９ 箇所の二次医療圏を 、 国が提示する 外来医師過多区域の候補区域と する こ と と
する 。

論 点

※可住地面積あたり 診療所数の上位10% の対全国値比は3.59倍である  

令 和 ８ 年 １ 月 1 6 日
第９ 回 地 域 医 療 構 想及 び医 療計 画 等 に 関 す る 検 討 会 資 料 ３ 一 部 改



通知

通知

外来医師過多区域に おけ る 新規開業希望者への 地域で 不足し て い る 医療機能の
提供等の 要請等の フ ロ ーイ メ ージ （ 案）

①外来医療の協議の場
での調整

不足する 機能等を提供する ・
やむを得ない理由等である

不足する 機能等を提供し ない・
やむを得ない理由等でない

②要請に従い、 不足する
機能等を提供し ている か 提供し ていない提供し ている

都道府県医療審議会への出席・ 理由等の説明の求め

③要請さ れた機能等を提供
し ない理由等はやむを得ないか

やむを得ない理由等でないやむを得ない理由等である

④勧告に従い、 不足する
機能等を 提供し ている か 提供し ている 提供し ていない

保険医療機関の指定を ３ 年と する

医療法 （ 都道府県） 健康保険法 （ 厚生労働大臣）

開業
６ か月前

開業

指定を６ 年
と する

再度指定を
３ 年と する

※３ 年以内も 可

※④を３ 年ごと に実施

勧告

外来医師過多区域、 地域で不足し ている 医療機能、 医師不足地域での医療の提供の内容の公表
※ 外来医療の協議の場における 協議内容を踏ま える

期限を 定めて要請 ※ 地域で不足する 機能、 医師不足地域での医療の提供の要請

公表

※要請時と 事情が変更し た場合等

開業
３ 年後

外来医療の協議の場への参加・ 理由等の説明の求め

不足する 機能等を 提供する 不足する 機能等を 提供し ない

提供する 予定の医療機能を記載し た事前届出

要
請
さ
れ
た
機
能
等
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
の
報
告
・
確
認
（
随
時
）

指定期間が３ 年の間、 以下の措置を講じ る (例)
・ 医療機関名等の公表 ・ 保健所等によ る 確認
・ 診療報酬上の対応 ・ 補助金の不交付

※上記と 同じ開業３ 年後の指定期間が３ 年の場合、 毎年１ 回、
外来医療の協議の場への参加を求める 。

※都道府県における 外来医師過多区域
対応事業（ 地域医療介護総合確保基金）

※年に１ 回、 都道府県
医療審議会又は外来
医療の協議の場への
参加を求める 。

※ 都道府県医療審議会の意見を事前に聴く

要請に応じ ない要請に応じ る

令 和 7 年 1 2 月 1 2 日 第 8 回 地 域 医 療構 想 及 び 医 療 計 画 等 に 関 する 検 討 会 資 料 ２


